










（平成26年度まで実施）

●人にやさしい街づくり出前講座

●県が取り組む普及啓発事業●

人にやさしい街づくりについて、県内の小学校で授業を行う「出前講座」
を実施しています。

●人にやさしい街づくり地域セミナー

「人にやさしい街づくり」をテーマに、地域の特性を反映したセミナー
 を、市町村と共催で開催しています。



※令和７年６月から、あいち電子・申請システムでオンライン申請も可能になりました。
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市にあっては、それぞれの市に
　お問い合わせください。

 

特定施設尾新築等工事に着工する 30 日前までに、

整備基準に適合させるための計画を、届け出ること

が必要です。 

「届出書」は特定施設整備計画届出書、適合状況項

目表、付近見取図、配置図、平面図、その他整備基

準に係る整備計画を明示した図書になります。 

「特定施設整備計画届出書」による届出の義務  

適合結果の通知 

紙での申請 
 

市町村へ提出 
・届出書 2 部（正・副） 

⇩ 
県建設事務所経由 

⇩ 

オンラインでの申請 
 
あいち電子申請・届出システム 

から申請 
 
 
 ⇩ 

県住宅計画課で審査 
⇩ 

「特定施設整備計画変更届出書」※変更がある場合（手続きは届出書に準ずる） 

工事完了 

適合証の交付請求 ※任意 

特定施設を円滑に利用できるように整備したとき

は、適合証の交付を受けることができます。 

「請求書」は適合証交付請求書と適合状況項目表

を提出してください。 

紙での申請 
 

市町村へ提出 
・請求書１部 

⇩ 

オンラインでの申請 
 
あいち電子申請・届出システム 

から申請 
 ⇩ 

県建設事務所による検査 
⇩ 

オンライン申請は 

あいち電子申請・届出システム 

から行ってください。 
 

「ひとまち」 

適合証の交付  

（特定施設の見やすい位置に掲示してください） 

※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、
春日井市及び豊田市内の届出等につい
ては、それぞれの市へお問い合わせく
ださい。 



愛知県建築局公共建築部住宅計画課
　　　街づくり事業グループ


